
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
三
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

四
三
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

四
三
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
四
件

四
三
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

四
三
四

告

示

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
許

可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
そ
の
申
請
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当

該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
申
請
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
及
び
申
請
書
等
の
縦
覧
に
係
る
事
項

１

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

環
境
省
福
島
地
方
環
境
事
務
所

所
長

室
石

泰
弘

福
島
県
福
島
市
栄
町
十
一
番
二
十
五
号
Ａ
Ｘ
Ｃ
ビ
ル
六
階

２

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

福
島
県
双
葉
郡
大
熊
町
大
字
小
入
野
字
東
平
百
二
十
七
番
、
百
二
十
八
番
一
、
百
二
十
九
番
一
、

百
三
十
番
一
、
百
三
十
四
番
一
、
百
三
十
五
番
一
、
百
三
十
六
番
、
百
三
十
七
番
、
百
三
十
八
番
、

百
三
十
九
番
及
び
百
四
十
番

３

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条

第
八
号
に
規
定
す
る
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
兼
同
条
第
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
産
業

廃
棄
物
の
焼
却
施
設

一
基

４

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

㈠

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

㈡

木
く
ず

㈢

繊
維
く
ず

５

申
請
年
月
日

平
成
三
十
年
六
月
二
十
日

６

縦
覧
場
所

㈠

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

㈡

富
岡
町
生
活
環
境
課

福
島
県
双
葉
郡
富
岡
町
大
字
本
岡
字
王
塚
六
百
二
十
二
番
地
の
一

㈢

大
熊
町
環
境
対
策
課

福
島
県
い
わ
き
市
好
間
工
業
団
地
一
番
地
四
十
三

㈣

双
葉
町
住
民
生
活
課

福
島
県
い
わ
き
市
東
田
町
二
丁
目
十
九
番
地
の
四

㈤

双
葉
町
郡
山
支
所

福
島
県
郡
山
市
朝
日
一
丁
目
二
十
番
地
二
号

㈥

双
葉
町
埼
玉
支
所

埼
玉
県
加
須
市
騎
西
三
十
六
番
地
一

７

縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
（
福
島
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
福
島
県
条
例
第
七
号
）
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

二

意
見
書
の
提
出
に
係
る
事
項

１

提
出
期
限

平
成
三
十
年
九
月
七
日

２

提
出
先

福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
十
番
地

３

意
見
書
の
記
載
事
項
（
い
ず
れ
も
日
本
語
で
記
載
す
る
こ
と
。
）

㈠

提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

───────────────────────────────────────────────────────────
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㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

具
体
的
な
利
害
関
係
の
内
容

㈣

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見

（
産
業
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
三
十

年
七
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振

興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
店

福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
九
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
会
津
郡
南
会
津
町
塩
ノ
原
字
臼
窪
山
一
七
五
九
、
一
七
六
一
か
ら
一
七
六
三
ま
で
、
一
七
七
一
、

一
七
七
二
、
一
七
七
七
、
一
七
七
八
、
一
七
七
九
の
一
、
一
七
八
一
、
一
七
八
六
、
一
七
八
七
の
二
、

一
七
八
八
か
ら
一
七
九
二
ま
で
、
一
七
九
三
の
一
、
一
七
九
三
の
二
、
一
七
九
四
の
一
、
字
長
泥
一

七
九
五
、
一
八
〇
一
、
一
八
〇
四
の
一
、
一
八
〇
四
の
二
、
一
八
〇
五
の
一
、
一
八
〇
五
の
二
、
一

八
〇
六
の
一
、
一
八
〇
七
の
一
・
一
八
〇
七
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
一
八
〇
七
の
四
、
字
日
蔭
一
八
四
六
か
ら
一
八
五
三
ま
で
、
字
松
原
一
八
六
三
、
一
八
六

四
、
一
八
八
〇
か
ら
一
八
九
六
ま
で
、
一
八
九
九
、
一
九
〇
〇
、
一
九
〇
一
の
一
、
一
九
〇
一
の
二
、

一
九
〇
二
、
一
九
〇
三
、
一
九
〇
四
の
一
、
一
九
〇
四
の
二
、
一
九
〇
五
か
ら
一
九
〇
七
ま
で
、
字

内
狩
野
一
九
〇
八
、
一
九
〇
九
、
一
九
一
〇
の
一
、
一
九
一
一
、
一
九
一
六
、
一
九
一
七
、
一
九
一

八
の
一
、
一
九
一
八
の
二
、
一
九
一
九
か
ら
一
九
二
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
会
津
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
（
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林

水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び
南
会
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
南
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

星
於
鹿

星
次
男

星
光
麿

星
栄
三
郎

芳
賀
永
和

橘
栄
一

茂
田
茂
市

橘
要

星
光
芳

星
昭
一
郎

星
辰

大
山
五
十
六

星
健
一

大
山
弘
現

大
山
卓

大
山
カ
ツ
ヨ

星
貞
夫

菅
家
直
次

星
孝
行

星
重
雄

菅
家
冨
弥

星
和
昌

星
昭
男

星
里
海

山
紫
田
哲
雄

菅
家
伸
良

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

四
百
六
十
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
猪
苗
代
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

鈴
木
二
郎

戸
田
義
勝

渡
部
勇

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

四
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
相
馬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

岡
和
田
晴
夫

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

四
百
十
四
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
相
馬
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

佐
藤
敏
美

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
平
成
三
十
年
福
島
県
告
示
第

四
百
八
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
西
会
津
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
七
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

塩
分
共
有

塩
分
共
有

福
地
源
次

伊
藤
廣
吉

渡
部
利
男

渡
部
光
雄

斎
藤
富
雄

長
谷

川
貞
夫

西
会
津
建
設
株
式
会
社

岩
淵
民
江

橋
谷
田
マ
サ

二
瓶
浩
一

荒
海
尚

荒
海
兵

作

斎
藤
利
廣

髙
橋
又
一

五
十
嵐
傅
悦

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
四
十
号
）
に
よ
る
こ
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と
。

（
森
林
保
全
課
）


